
国 立 大 学 法 人 京 都 大 学 教 職 員 給 与 規 程 新 旧 対 照 表

改 正 前 改 正 後

（前 略）

(昇給) (昇給)

第８条 教職員の昇給は、その者の勤務成績を考慮 第８条 教職員(指定職俸給表の適用を受ける教職

して次のとおり行う。 員を除く。)の昇給は、初任給、昇格、昇給等の

(1) 教職員(指定職俸給表の適用を受ける教職員 基準で定める日に、同日前１年間におけるその者

を除く。)が現に受けている号俸を受けるに至 の勤務成績に応じて行うものとする。

ったときから、１２月を下らない期間を良好な ２ 前項の規定により教職員を昇給させるか否か及

成績で勤務したときは、１号俸上位の号俸に昇 び昇給させる場合の昇給の号俸数は、同項に規定

給させることがある。ただし、前２条の規定に する期間の全部を良好な成績で勤務した教職員の

より号俸が決定された場合において、他の教職 昇給の号俸数を４号俸（一般職俸給表（一）の適

員との権衡上必要と認めるときは、初任給、昇 用を受ける教職員でその職務の級が７級以上であ

格、昇給等の基準に定めるところにより、当該 るもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける教

期間を短縮することがある。 職員でその職務の級がこれに相当するものとして

(2) 教職員の勤務成績が特に良好である場合にお 初任給、昇格、昇給等の基準で定める教職員にあ

、 ） 、いては、前号の規定にかかわらず、同号に規定 っては ３号俸 とすることを標準として初任給

する期間を短縮し、若しくはその現に受ける号 昇格、昇給等の基準で定める基準に従い決定する

俸より２号俸以上上位の号俸まで昇給させ、又 ものとする。

はそのいずれをもあわせ行うことがある。

(3) 教職員の俸給月額がその属する職務の級にお ３ ５５歳(一般職俸給表(二)の適用を受ける教職

ける俸給の幅の最高額である場合又は最高額を 員にあっては、５７歳)を超える教職員に関する

超えている場合には、その者が同一の職務の級 前項の規定の適用については 同項中 ４号俸 一、 「 （

にある間は昇給しない。ただし、それらの俸給 般職俸給表（一）の適用を受ける教職員でその職

月額を受けている教職員で、その俸給月額を受 務の級が７級以上であるもの及び同表以外の各俸

けるに至ったときから２４月(その俸給月額が 給表の適用を受ける教職員でその職務の級がこれ

職務の級における俸給の幅の最高額である場合 に相当するものとして初任給、昇格、昇給等の基

にあっては、１８月)を下らない期間を良好な 準で定める教職員にあっては、３号俸 」とある）

成績で勤務したもの、勤務成績が特に優秀なも のは 「２号俸」とする。、

の等については、その教職員の属する職務の級 ４ 教職員の昇給は、その属する職務の級における

における俸給の幅の最高を超えて、初任給、昇 最高の号俸を超えて行うことができない。

格、昇給等の基準に定めるところにより、昇給

させることがある。

(4) ５５歳(一般職俸給表(二)の適用を受ける職

員にあっては、５７歳)を超える教職員は、第

１号、第２号及び前号ただし書きの規定にかか

わらず昇給しない。ただし、当該教職員で勤務

、 、成績が特に良好であるものについては 初任給

昇格、昇給等の基準に定めるところにより昇給

させることがある。

（中 略）



改 正 前 改 正 後

(俸給の調整額) (俸給の調整額)

第１１条 俸給の調整額は、職務の複雑、困難若し 第１１条 俸給の調整額は、職務の複雑、困難若し

くは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤務環 くは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤務環

境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の 境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の

教職員に比して著しく特殊な別表第７に掲げる者 教職員に比して著しく特殊な別表第７に掲げる者

に対し、その区分に応じた調整数を別表第８にお に対し、その区分に応じた調整数を別表第８にお

ける職務の級に応じた調整基本額に乗じて得た額 ける職務の級に応じた調整基本額（その額が俸給

を俸給の支給に準じて支給する。ただし、その額 月額の１００分の４．５を超えるときは、俸給月

が俸給月額の１００分の２５を超えるときは、俸 額の１００分の４．５に相当する額とし、その額

給月額の１００分の２５に相当する額とする。 に１円未満の端数があるときは、その端数を切り

捨てた額とする ）に乗じて得た額を俸給の支給。

に準じて支給する。ただし、その額が俸給月額の

１００分の２５を超えるときは、俸給月額の１０

０分の２５に相当する額とする。

（中 略）

(単身赴任手当) (単身赴任手当)

第１９条 勤務場所を異にする異動又は在勤する施 第１９条 採用（平成１８年４月１日以降の採用に

設等の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病そ 限る ）及び勤務場所を異にする異動（以下「採。

の他別に定めるやむを得ない事情により、同居し 用等」という ）又は在勤する施設等の移転に伴。

ていた配偶者と別居することとなった教職員で、 い、住居を移転し、父母の疾病その他別に定める

当該異動又は施設等の移転の直前の住居から当該 やむを得ない事情により、同居していた配偶者と

異動又は施設等の移転の直後に在勤する施設等に 別居することとなった教職員で、当該採用等又は

通勤することが通勤距離等を考慮して別に定める 施設等の移転の直前の住居から当該採用等又は施

基準に照らして困難であると認められるもののう 設等の移転の直後に在勤する施設等に通勤するこ

ち 単身で生活することを常況とする教職員には とが通勤距離等を考慮して別に定める基準に照ら、 、

単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居 して困難であると認められるもののうち、単身で

から在勤する勤務場所に通勤することが通勤距離 生活することを常況とする教職員には、採用等の

、 。等を考慮して別に定める基準に照らして困難であ 日から３年以内の期間 単身赴任手当を支給する

ると認められない場合は、この限りではない。 ただし、配偶者の住居から在勤する勤務場所に通

勤することが通勤距離等を考慮して別に定める基

準に照らして困難であると認められない場合は、

この限りではない。

２ （略） ２ （同左）

３ 給与法適用者等であった者から引き続き教職員 ３ 第１項の規定による単身赴任手当を支給される

となり、これに伴い、住居を移転し、父母の傷病 教職員との権衡上必要があると認められるものと

その他の別に定めるやむを得ない事情により、同 して別に定める教職員には、単身赴任手当を支給

居していた配偶者と別居することとなった教職員 する。

で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に

在勤する勤務場所に通勤することが通勤距離等を

考慮して別に定める基準に照らして困難であると

認められるもののうち、単身で生活することを常



改 正 前 改 正 後

況とする教職員(採用の事情等を考慮して別に定

める教職員に限る。)その他第１項の規定による

単身赴任手当を支給される教職員との権衡上必要

があると認められるものとして別に定める教職員

には、前２項の規定に準じて、単身赴任手当を支

給する。

（中 略）

(期末手当) (期末手当)

第２８条 （略） 第２８条 （同 左）

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に、６月に支 ２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に、６月に支

給する場合においては１００分の１４０、１２月 給する場合においては１００分の１４０、１２月

に支給する場合においては１００分の１６０を乗 に支給する場合においては１００分の１６０を乗

じて得た額(一般職俸給表(一)の適用を受ける教 じて得た額(一般職俸給表(一)の適用を受ける教

職員でその職務の級が９級以上であるもの及び教 職員でその職務の級が７級以上であるもの及び教

育職俸給表の適用を受ける教職員でその職務の級 育職俸給表の適用を受ける教職員でその職務の級

が５級であるもの並びに医療職俸給表(一)７級、 が５級以上であるもの並びに医療職俸給表(一)７

医療職俸給表(二)６級以上であるもののうち総長 級、医療職俸給表(二)６級以上であるもののうち

が指定する第１種及び第２種の区分である教職員 総長が指定する第１種及び第２種の区分である教

(以下「特定幹部教職員」という。ただし、休職 職員(以下「特定幹部教職員」という。ただし、

にされている教職員のうち第３６条第１項に該当 休職にされている教職員のうち第３６条第１項に

する教職員を除く。)にあっては、６月に支給す 該当する教職員を除く。)にあっては、６月に支

る場合においては１００分の１２０、１２月に支 給する場合においては１００分の１２０、１２月

給する場合においては１００分の１４０を乗じて に支給する場合においては１００分の１４０を乗

得た額)に、基準日以前６箇月以内の期間におけ じて得た額)に、基準日以前６箇月以内の期間に

るその者の在職期間の次の表に掲げる区分に応じ おけるその者の在職期間の次の表に掲げる区分に

、 。て、次の表に定める割合を乗じ得た額とする。 応じて 次の表に定める割合を乗じ得た額とする

在職期間 割 合 在職期間 割 合

100 100 100 100６箇月 分の ６箇月 分の

100 80 100 80５箇月以上６箇月未満 分の ５箇月以上６箇月未満 分の

100 60 100 60３箇月以上５箇月未満 分の ３箇月以上５箇月未満 分の

100 30 100 30３箇月未満 分の ３箇月未満 分の

（略） （同 左）
３ ３

４ ４



改 正 前 改 正 後

（役職段階別加算適用表) （役職段階別加算適用表)

俸給表 職務の級 加算割合 俸給表 職務の級 加算割合

100 20 100 20１１級・１０級 分の ８級以上 分の

100 15 100 15一般職 ９級・８級 分の 一般職 ７級・６級 分の

100 10 100 10（一） ７級・６級 分の （一） ５級・４級 分の

100 5 100 5５級・４級 分の ３級 分の

100 10 100 10６級 分の ５級 分の

一般職 ５級・４級 一般職 ４級

100 5 100 5（二） ３級（別に定めるも 分の （二） ３級（別に定めるも 分の

のに限る ） のに限る ）。 。

100 20６級 分の

分の （別に定 分の （別に定100 15 100 15
５級 めるものにあっては ５級 めるものにあっては

教育職 分の ） 教育職 分の ）100 20 100 20
分の （別に定 分の （別に定100 10 100 10

４級・３級 める４級にあっては ４級・３級 める４級にあっては

分の ） 分の ）100 15 100 15
100 5 100 5２級・１級（別に定 分の ２級・１級（別に定 分の

めるものに限る ） めるものに限る ）。 。

100 15 100 15８級・７級・６級 分の ６級以上 分の

100 10 100 10医療職 ５級 分の 医療職 ５級 分の

（一） ４級・３級 （一） ４級・３級

100 5 100 5２級（別に定めるも 分の ２級（別に定めるも 分の

のに限る ） のに限る ）。 。

100 15 100 15７級・６級 分の ６級以上 分の

100 10 100 10医療職 ５級・４級 分の 医療職 ５級・４級 分の

（二） ３級 （二） ３級

100 5 100 5２級（別に定めるも 分の ２級（別に定めるも 分の

のに限る ） のに限る ）。 。

(管理職加算適用表） (管理職加算適用表）

俸給表 区分 職務の級 加算割合 俸給表 区分 職務の級 加算割合

100 25 100 25一般職 Ⅰ種 ９級・１０級・ 分の 一般職 Ⅰ種 ７級以上 分の

100 15 100 15（一） Ⅱ種 １１級 分の （一） Ⅱ種 分の

100 15 100 15教育職 Ⅱ種 ５級 分の 教育職 Ⅱ種 ５級以上 分の

100 15 100 15医療職 Ⅱ種 ６級・７級 分の 医療職 Ⅱ種 ６級以上 分の

（二） （二）

（中 略）



改 正 前 改 正 後

（給与の減額) (給与の減額)

第３７条 教職員が勤務しないときは、勤務時間等 第３７条 教職員が勤務しないときは、勤務時間等

規程第１３条に規定する祝日法による休日(勤務 規程第１３条に規定する祝日法による休日(勤務

時間等規程第１４条第１項の規定により代休日を 時間等規程第１４条第１項の規定により代休日を

指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の 指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の

全部を勤務した教職員にあっては、当該休日に代 全部を勤務した教職員にあっては、当該休日に代

わる代休日。) 、勤務時間等規程第１３条に規定 わる代休日。) 、勤務時間等規程第１３条に規定

する年末年始の休日(勤務時間等規程第１４条第 する年末年始の休日(勤務時間等規程第１４条第

１項の規定により代休日を指定されて、当該休日 １項の規定により代休日を指定されて、当該休日

に割り振られた勤務時間の全部を勤務した教職員 に割り振られた勤務時間の全部を勤務した教職員

にあっては、当該休日に代わる代休日。)又は勤 にあっては、当該休日に代わる代休日。)又は勤

務時間等規程第１３条に規定する創立記念日(勤 務時間等規程第１３条に規定する創立記念日(勤

務時間等規程第１４条第１項の規定により代休日 務時間等規程第１４条第１項の規定により代休日

を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間 を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間

の全部を勤務した教職員にあっては、当該休日に の全部を勤務した教職員にあっては、当該休日に

代わる代休日。) である場合、就業規則第３４条 代わる代休日。) である場合、就業規則第３４条

による職務専念義務免除期間 (同条第４号を除 による職務専念義務免除期間 (同条第３号を除

く。) 、就業規則第４３条による妊産婦である女 く。) 、就業規則第４３条による妊産婦である女

性教職員の健康診査、就業規則第４４条による妊 性教職員の健康診査、就業規則第４４条による妊

産婦である女性教職員の業務軽減等、及び就業規 産婦である女性教職員の業務軽減等、及び就業規

則第５８条による就業禁止期間、並びに休暇によ 則第５８条による就業禁止期間、並びに休暇によ

る場合、その他勤務しないことにつき特に承認が る場合、その他勤務しないことにつき特に承認が

、 、 、 、あった場合を除き その勤務しない１時間につき あった場合を除き その勤務しない１時間につき

第３９条に規定する勤務１時間あたりの給与額 第３９条に規定する勤務１時間あたりの給与額

に、その勤務しない時間数を乗じて得た額を減額 に、その勤務しない時間数を乗じて得た額を減額

して支給する。 して支給する。

（中 略）

(勤務１時間あたりの給与額) (勤務１時間あたりの給与額)

第３９条 第３７条に規定する勤務１時間当たりの 第３９条 第３７条に規定する勤務１時間当たりの

給与額は、俸給、俸給の調整額、これらに対する 給与額は、俸給の月額並びにこれに対する都市手

都市手当の月額の合計額を１年間における１月平 当の月額の合計額を１年間における１月平均所定

均所定労働時間数で除して得た額とする。 労働時間数で除して得た額とする。

（略） （同左）
２ ２

３ ３

（後 略）

附 則

（施行期日）

この規程は、平成１８年４月１日から施第１条

行する。



改 正 前 改 正 後

（特定の職務の級の切替え）

平成１８年４月１日（以下「切替日」と第２条

いう ）の前日においてその者が属していた職務。

の級（以下「旧級」という ）が附則別表第１に。

職務の級であった教職員の切替掲げられている

日における職務の級（以下「新級」という ）。

は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職

務の級とする。

（号俸の切替え）

第３条 切替日の前日において別表第１から別

表第５までの俸給表の適用を受けていた教職

員の切替日における号俸（以下「新号俸」と

いう ）は、旧級、切替日の前日においてその。

（ 「 」 。）者が受けていた号俸 以下 旧号俸 という

及びその者が旧号俸を受けていた期間（総長

の定める教職員にあっては、総長の定める期

間 ）に応じて附則別表第２に定める号俸とす。

る。

２ 切替日の前日において指定職俸給表の適用

を受けていた教職員の新号俸は、旧号俸に対

応する附則別表第３の新号俸欄に定める号俸

とする。

（切替日前の異動者の号俸の調整）

第４条 切替日前に職務の級を異にして異動し

た教職員及び総長が別に定めるこれに準ずる

教職員の新号俸については、その者が切替日

において職務の級を異にする異動等をしたも

のとした場合との権衡上必要と認められる限

、 、度において 総長が別に定めるところにより

必要な調整を行うことができる。

（俸給の切替えに伴う経過措置）

切替日の前日から引き続き同一の俸給表第５条

の適用を受ける教職員で、その者の受ける俸給月

額が同日において受けていた俸給月額に達しない

こととなる教職員（ 別に定める教職員を総長が

除く ）には、俸給月額のほか、その差額に相当。

する額を俸給として支給する。

２ 切替日の前日から引き続き俸給表の適用を受け

る教職員（前項に規定する教職員を除く ）につ。

いて、同項の規定による俸給を支給される教職員



改 正 前 改 正 後

との権衡上必要があると認められるときは、当該

教職員には、 別に定めるところにより、総長が

同項の規定に準じて、俸給を支給する。

３ 切替日以降に新たに俸給表の適用を受けること

となった教職員について、任用の事情等を考慮し

て前２項の規定による俸給を支給される教職員と

の権衡上必要があると認められるときは、当該教

職員には、 別に定めるところにより、前総長が

２項の規定に準じて、俸給を支給する。

第６条 前条の規定による俸給を支給される教職員

に関する第１１条ただし書、第２８条第４項（第

３１条第５項において準用する場合を含む ）及。

び第３２条第４項の規定の適用については、これ

らの規定中「俸給月額」とあるのは「俸給月額と

国立大学法人京都大学教職員給与規程の一部を改

正する規程（平成１８年達示第 号）附則第５

条の規定による俸給の額との合計額」とする。

（俸給の調整額に関する経過措置）

第７条 第１１条の規定による俸給の調整額の適用

（ 「 」を受ける教職員 以下 俸給の調整額適用教職員

という ）のうち、その者に係る調整基本額が経。

過措置基準額（平成１８年３月３１日にその者に

適用されていた調整基本額又はこれに相当するも

のとして大学が認める額をいう ）に達しないこ。

ととなる教職員には、改正後の第１１条の規定に

よる俸給の調整額のほか、その差額に相当する額

に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に

定める割合を乗じて得た額に当該教職員に係る調

整数を乗じて得た額（その額に１円未満の端数が

あるときは、その端数を切り捨てた額）を俸給の

調整額として支給する。

(1) 平成１８年４月１日から平成１９年３月３１

日まで １００分の１００

(2) 平成１９年４月１日から平成２０年３月３１

日まで １００分の７５

(3) 平成２０年４月１日から平成２１年３月３１

日まで １００分の５０

(4) 平成２１年４月１日から平成２２年３月３１

日まで １００分の２５



改 正 前 改 正 後

（平成２２年３月３１日までの間における昇給に

関する特例）

第８条 平成２２年３月３１日までの間における次

の表の左欄に掲げる規定の適用については、これ

らの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ

同表の右欄に掲げる字句とする。

第８条第１項 ４号俸 ３号俸

３号俸 ２号俸

第８条第２項 ４号俸 ３号俸

３号俸 ２号俸

２号俸 １号俸





































別表第１０（第１６条関係） 
 
【都市手当】 
 

支給地域 支給割合 
東京都特別区 １００分の１２ １８ 
愛知県犬山市 １００分の３ 
滋賀県大津市 １００分の３ １０ 
京都府京都市 １００分の１０ 
京都府宇治市（宇治地区施設に限る） １００分の１０ 
京都府向日市 １００分の１０ 
大阪府高槻市 １００分の１０ 
大阪府泉南郡（原子炉実験所に限る） １００分の６ 
奈良県香芝市 １００分の３ 
山口県周南市 １００分の３ 
 












































